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第４回むつ市総合開発審議会会議概要 

開 催 日 時 平成２９年１月３１日（火） １３：３０～１５：０３ 

開 催 場 所 むつ市役所本庁舎 大会議室Ａ 

出 席 委 員 （会長）森  樹男  （会長職務代理者）其田  桂 

（委員）納谷 順子、立花 順一、奥野 賢一、布施 啓治、四戸 敏哉、 

引 由昭、田中 志昌、遠藤 雪夫、三浦  茂、中新 鐵男、 

竹林 光幸、木村  悟、成田 幸雄、奈良 一仁、山形 博利、 

猪口 和則、星  和夫、小川 千恵、坪 二三子、宮浦 雅子、 

松岡 敦子、桜田 真佐 

【委員２４人】  

 

欠 席 委 員 （委員）三上 史雄、立花 一行、藤島 文孝、佐藤 広政、高山 貢、 

中島 竣也 

【委員６人】 

 

事 務 局 川西 伸二（総務政策部長）、村田  尚（総務政策部政策推進監）、 

角本  力（総務政策部総合戦略課長）、 

井戸向 秀明（総務政策部総合戦略課主任主査）、山本 知也（同主事）、 

深浦  綾（同主事）、遠島  敬（同主事）、古村 圭太（同臨時職員） 

【事務局職員８名】 

 

次 第 １．開 会 

２．議 事 

(1) 第３回審議会における御意見に対する回答について 

(2) 事務局からの修正の提案について 

(3) むつ市長期総合計画（素案）の答申案について 

３．その他 

４．閉 会 
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会議の要旨 次第に基づき以下のとおり進められた。 

 

【１.開 会】 

   

 

【２.議 事】 

《(1) 第３回審議会における御意見に対する回答について》 

  平成29年１月20日開催の第３回審議会において、持ち越しとなった委

員からの御意見に対する事務局の検討結果について順次審議し、事務局

の提案が了承された。 

（委員からの意見） 

「第３部 基本計画 ２．暮らしの向上 （３）環境 ④環境衛生対

策、廃棄物対策の充実」の「役割分担 市民」に「協力」と記載があ

るが、ごみの減量や環境美化、リサイクルは市民が主体的に取り組む

ことであり、そのような表現にしてはどうか。 

（事務局の考え方） 

委員の御意見を踏まえ、事務局修正案のとおり修正したい。 

 

（委員からの意見） 

「第３部 基本計画 ４．安全の向上 （１）安全・安心 ①防災対

策の充実」の「各種災害備品の整備に努める」とあるが、現在どの程

度整備されているのか。また、「指標（ＫＰＩ）」はないのか。 

（事務局の考え方） 

東日大震災時の最大避難者数の1.5倍の食料を備蓄するなど、避難

所の運営に必要な最低限度の物資は整備している。しかし、災害の規

模に応じて備蓄品の必要数は異なることから、指標（ＫＰＩ）として

は、馴染まないと考えているため、御理解いただきたい。 

 

（委員からの意見） 

「第３部 基本計画  ５．魅力の向上 （１）観光・物産 ①稼げ

る物産プロモーション」で「地産地消の推進」と記載があるが、地産

地消の数値は捉えているのか。 

（事務局の考え方） 

現時点では、農林水産物の地産地消の割合の把握は困難であるが、

今後は、国の提供する地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）等の活用

を研究しながら、本市の産業・経済状況の把握に努め、効果的な施策

につなげてまいりたいと考えているため、御理解いただきたい。 
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《(2) 事務局からの修正の提案について》 

  これまでの審議を踏まえた事務局から修正の提案について順次説明、

審議し、事務局の提案が承認された。なお、一部の提案については、議

長と事務局で調整のうえ、各委員に提示することとなった。 

［第１部 序論 ］ 

（事務局からの提案） 

「第１章 計画概要 ２ 計画の位置付け」の国土強靭化地域計画

は、長期総合計画と性格が異なることから、あえて並列で並べること

はしない。長期総合計画がその他の計画の上位になるように記載を修

正したい。 

  （審議内容） 

    委員１名から１件の質問と要望があり、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

   「第２章 計画の基盤と背景 １ 地理・自然的条件」の「県内で最

大」との記載を、より実態がわかるように「県内で最大となっており、

そのうち森林の面積が市区域の約85％を占めています。」と修正した

い。 

 （審議内容） 

   御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

   「第２章 計画の基盤と背景 ２ 沿革」の「関根浜新母港の完成」

の後に、「また、これに関連する科学技術研究機関の集積」を追加し、

「下北地域の連携を深化させながら」を「下北地域の中心的な役割を

担いながら、その連携を深化させ」と修正したい。 

 （審議内容） 

   事務局提案部分については、御意見なしで、事務局提案が了承され

た。その他の部分について、委員１名から１件の御意見があり、再度

検討して提示することとした。 

 

（事務局からの提案） 

   「第２章 計画の基盤と背景 ３ 人口及び世帯数 （２）人口の将

来展望」のグラフ赤線部分の「独自推計」を「目標値」と修正したい。 

 （審議内容） 

   御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

   「第３章 主要課題 ４ 観光・物産プロモーション」の「選択され

る自治体」を「常に選ばれるまち」と、「下北ジオパークが持つ価値
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を付与するなど、既存の観光、特産品資源を徹底的に磨き上げるとと

もに、文化、歴史、風土など」を「既存の観光、特産品資源を徹底的

に磨き上げるとともに、文化、歴史、風土、大地など下北ジオパーク

が持つ価値を付与しつつ、」と、「自治体の枠組みにとらわれないプロ

モーションを積極的に」を「プロモーションを積極的に」と、「全国

に発信」を「国内外に発信」と、それぞれ修正したい。 

 （審議内容） 

   御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

   「第３章 主要課題 ５ 市民協働による総合力の向上」の「絡み合

いながら」を「つながることで」に修正したい。 

 （審議内容） 

   御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

   「第３章 主要課題 ７ 医療機能の再編」の「医師不足解消につい

ては、国において医学部の定員を増やすなどの対策を講じております

が、当地域の医師不足が解消される保証はないため、」を「本市は、

人口10万人当たりの医師数が162.1人と、全国平均244.9人、青森県平

均203.0人を大きく下回り、深刻な医師不足の状況にありますが、医

師不足解消については、」と、「また、むつ総合病院では」を「また、

下北地域の中核的な役割を担うむつ総合病院では」と、「医師不足に

限らず、」を「さらに、医師不足に限らず、」と修正したい。 

 （審議内容） 

   御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

   「第３章 主要課題 ９ 未来に向けた人づくり」の「います。一人

ひとり」を「おり、一人ひとり」と、「社会教育においては」を「ま

た、社会教育においては」と、「期待されます。また、」を「期待され

ており、」と、「努めていく必要があります。」を「努めていくことが

求められています。」と修正したい。また、後段に、むつ市総合教育

会議の設置やむつ市教育大綱について記載し、また、本長期総合計画

と教育大綱に基づく教育施策の展開の必要性について記載したい。 

 （審議内容） 

   御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

   「第３章 主要課題 10 消防・防災体制の整備及び充実」の「減少
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傾向にある消防団員の確保が重要な課題となっており、」を「しかし、

消防団員数は定数の８割程度しかなく、また、年々減少傾向となって

いることから、消防団員の確保が重要な課題となっています。」と、

「による地域防災力の向上が求められています。」を「を図るととも

に、常備消防と非常備消防の連携体制を構築することで、地域防災力

の向上に努める必要があります。」と修正したい。 

（審議内容） 

  委員１名から１件の御質問と御意見があり、事務局提案が了承され

た。 

 

（事務局からの提案） 

   「第３章 主要課題 11 交通ネットネットワークの改善」の「極め

て広い面積」を「青森県全体の約9.0％を占める県内最大の面積」と

修正したい。 

（審議内容） 

  御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

「第３章 主要課題 14 持続可能な財政基盤の確立」の「また、財

政シミュレーションでは、このままの財政運営を続けていくと赤字に

転落し、その後も赤字が拡大することが見込まれています。」を「財

政シミュレーションでは、更なる財源対策を実行していかなければ赤

字に転落し、その後も赤字が拡大していくことが見込まれ、平成33

年度には累積の収支不足額が約18億円となる見通しです。」と修正し

たい。 

（審議内容） 

  委員１名から１件の御意見があり、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

「第３章 主要課題 15 公共施設等の適正管理」の「更新費の増加

が見込まれ」と「そして、人口減少や」の間に、「、今ある公共施設

の全てを維持するとした場合、年間30億円を超える財政負担が必要と

されています。」を追加したい。 

（審議内容） 

  委員１名から１件の御意見があり、事務局提案が了承された。 

 

［第２部 基本構想 ］ 

（事務局からの提案） 

「第３章 市の将来像及び実現に向けた基本方針 第２節 基本方

針」の「１．元気の向上」の「維持発展」を「持続的成長」と、「多
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くの若者が暮らしていける」を「活気あふれる」と修正したい。「５． 

魅力の向上」の「本市を誰もが訪れたいと思う魅力のあるまちとする

ため、」を「本市が常に選ばれる魅力のあるまちとなるため、」と修正

したい。また、それぞれに「経済活動はまちの生命線」「暮らしの向

上もむつ市の発展」「子どもは地域のタカラ」「安心して暮らせる毎日

があるしあわせ」「選ばれるまちへの転換」とサブタイトルのような

ものを追加したい。 

  （審議内容） 

    委員１名から２件の御意見があり、「１．元気の向上」の部分につ

いては事務局提案が了承され、「５．魅力の向上」の部分については、

事務局で再度検討して提示することとした。なお、サブタイトルにつ

いては撤回することとした。 

   

（事務局からの提案） 

「第４章 施策の大綱 １．元気の向上 （１）地方創生」の「他に

はない地域資源を活かしながら、人口減少を抑制し、」を「独自の地

域資源を活かしながら、」と修正したい。 

（審議内容） 

  御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

「第４章 施策の大綱 ２．暮らしの向上 （４）コンパクト・プラ

ス・ネットワーク ②計画的な土地の管理及び利用の促進」の「を有

効に活用するため、」を「の有効活用とコンパクトなまちづくりのた

め、」と、「配慮し、」を「配慮しつつ、市街地の拡大を抑制するなど、」

と修正したい。 

（審議内容） 

    委員２名から１件の御意見と１件の御質問があり、事務局で再度検

討して提示することとした。 

 

（事務局からの提案） 

「第４章 施策の大綱 ２．暮らしの向上 （４）コンパクト・プラ

ス・ネットワーク ③道路基盤の整備」の「を確保します。」を「の

確保を推進します。」と修正したい。 

（審議内容） 

  御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

「第４章 施策の大綱 ２．暮らしの向上 （４）コンパクト・プラ

ス・ネットワーク ⑤広域交通ネットワークの形成」の「道路、航路



7 

 

及び鉄路などの交通ネットワークの充実を目指します。」を「関係機

関との連携を図り、効果的・効率的な広域交通ネットワークの形成を

図ります。」と修正したい。 

（審議内容） 

    御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

「第４章 施策の大綱 ３．教育の向上 （１）教育 ①学力の向

上」の「児童生徒の実態把握をもとに、」の後に「全国トップクラス

の学力を目指して、」を追加したい。 

（審議内容） 

    御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

「第４章 施策の大綱 ３．教育の向上 （１）教育 ⑦むつサテ

ライトキャンパスの推進」の「大学との連携により、」の後に「、公

開講座の充実や滞在型学習等への支援体制を強化し、」を追加したい。 

（審議内容） 

    委員１名から１件の御意見があり、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

「第４章 施策の大綱 ５．魅力の向上 （１）ジオパーク」の「そ

して、将来的には世界ジオパーク加盟認定を目指します。」を削除し

たい。 

（審議内容） 

    御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

（事務局からの提案） 

「第４章 施策の大綱 ５．魅力の向上 （２）観光・物産」の「と

選択されるよう」を「と常に選ばれるまちになるよう、」と修正した

い。 

（審議内容） 

    御意見なしで、事務局提案が了承された。 

 

   

《(3)むつ市長期総合計画（素案）の答申案について》 

事務局から答申案等について説明し、了承された。なお、別紙の修

正意見については、本日の御意見等を踏まえて、会長と事務局で再度

調整し、提示する。 
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【３.その他】 

  事務局からこれまでの御礼と答申後の予定を説明 

 

［今後の予定について］ 

２月１０日  答申 

２月中旬   答申を踏まえ、庁内で検討を行い策定委員会にて最終

案を決定 

２月下旬   議会に議案として提出し、議決を経た後に決定 

     

 

【４.閉 会】 

 

 

 


